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平成27年7月3日

公益社団法人 日本ホッケー協会
技術委員会 委員長 中村 康夫

全国スポー ツ少年団ホッケー交流大会ならびに
全日本中学生ホッケー選手権大会におけるSO戦の実施について（通知）

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。
さて、平成27年度大会レギュレー ション一覧表に、小中学生の大会におけるSO戦については、
別途通知する旨を記載しております。この「別途記載」とは、大会実施要項に明記することを示
したものでしたが、練習等の期間を要するために、早期に示してほしいとの要望もございました
ので、次のとおり実施することにいたしました。

つきましては、実施内容を貴管下チー ム等に周知していただき、大会がスム ー ズに行われるよ
うによろしくお願いいたします。

記

1 so 戦の実施
全国スポー ツ少年団ホッケー交流大会と全日本中学生ホッケー選手権大会において、

予選リ ー グで順位の決定をする必要がある場合や決勝ト ーナメントで引き分けとなった場合は、
SO戦によって決定することとする。今年度より延長戦は廃止とする。

2 so 戦の方法
6人制の場合の方法について、詳細は規則書に記載したとおりで実施する。その他のSO戦

に関する規則は、競技運営規程に記載した通り実施すること。

3 その他
競技運営に関する詳細については、大会実行委員会もしくは主管協会の提示する実施要項及び
大会TDが出す通達文に従うこととする。

※このことについて何かありましたら、下記まで問い合わせください
公益社団法人 日本ホッケー協会 技術委員会 副委員長 平尾 豊
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2018年6月26日  
都道府県ホッケー協会 殿 
日本社会人ホッケー連盟 殿 
日本学生ホッケー連盟 殿 
全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 殿 
中学校部会 殿 
スポーツ少年団部会 殿 
ホッケージャパンリーグ 殿 
ブロック審判長・競技長 殿 
 

                 公益社団法人日本ホッケー協会 
                 技術委員長  真 喜代司 

 
競技会におけるTD、UMの配置について（通知） 

 
平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、2020年のオリンピック・パラリンピック競技大会に向けスポーツへの関心が高まっていますが、同時

に試合内外における不適切な言動に関しても社会の関心が高まっています。そのため、ホッケー競技におい

ても、競技会において問題が発生した場合に備え、適切な対応体制、責任の所在を予め明確化しておくこと

が重要です。 
「都道府県大会並びにブロック大会におけるTD 制について（通知）」（2017 年 3 月 23 日付）にて TD 制

の導入のお願いをしているところでありますが、上記の状況を踏まえ、下記の通り変更いたしますので、ご

理解のほどよろしくお願いいたします。 
  

記 
 
1. TD、UM配置の意義 

競技会開催中の事故や不適切な言動に基づく問題が発生した場合には、責任を持って対応する責任者の所

在を予め明確にしておく必要があります。更にはホッケー競技の発展を視野に入れたメディアや観客への対

応を適切に実施していく大会運営体制も必要です。そのためにTDを設置した運営体制で実施する大会を定

着させていかなければならないと考えています。また、試合中には重要な役割を担う審判員を適切に監督・

指導する UM は、TD を補佐し、技術的内容についての責任を持つことができるため、一定以上の規模の

大会についてはTDの補佐としてUMの配置が円滑な大会運営には必要です。 
 

2. TD、UMを配置する大会 
下記の大会の開催にあたっては、主催者はTD、UMを配置して運営してください。 
 
全国大会（JHAが主催、共催）--- TD、UMを配置して実施します。 
ブロック大会（※）--- TD、UMを配置してください。 
都道府県大会（※）--- TDを配置してください。UMの配置を推奨します。 
上記以外の大会  --- TD、UMの配置を推奨します。 
※ブロック大会：全日本中学生選手権大会、全国高等学校選手権大会（インターハイ）、 

全国高等学校選抜大会、全日本社会人大会、国民体育大会の予選会に相当するブロック

での大会 
都道府県大会：全日本中学生選手権大会、全国高等学校選手権大会（インターハイ）、 

全国高等学校選抜大会、全日本社会人大会、国民体育大会の予選会に相当する 
都道府県内での大会 

 



3. TDの資格 
公認競技役員規程（第7条）に記載のとおり、適切な資格保有者でなければなりません。TO有資格者は

全国大会以外の TD を行うことができます。大会の規模や予算制約により TD が試合の TO を兼務する

ことも可能です。 
なお、予算制約、要員制約により有資格者の TD 配置がどうしても困難な場合は、責任のとれる適任者

を配置することも可能としますが、事前に当該ブロック競技長の了承が必要です。 
 

4. UMの資格 
予算制約、要員制約により有資格者の UM 配置が困難な場合は、ブロック・都道府県審判長、A 級・B
級資格保有者、A 級・B 級引退者をUM として配置することができます。ただし、事前に当該ブロック

審判長の了承が必要です。また、大会の規模によりTOや試合の審判員と兼務することが可能です。 
 

5. 適用日 
2018年9月1日 
なお、「都道府県大会並びにブロック大会におけるTD制について（通知）」は2018年8月31日で廃止

します。 
 

6. 参考資料 
都道府県大会並びにブロック大会におけるTD制について（通知）（2017年3月23日付） 

 
以上 

 
【本件のお問合せ先】       

              公益社団法人日本ホッケー協会 技術委員会 
              競技部長 平尾豊   

Email: jha-part@japan-hockey.org 
TEL 090-7372-0054  



2020年9月15日  

都道府県ホッケー協会 御中 

ホッケージャパンリーグ 御中 

日本社会人ホッケー連盟 御中 

日本学生ホッケー連盟 御中 

全国高等学校体育連盟ホッケー専門部 御中 

マスターズ部会 御中 

中学校部会 御中 

スポーツ少年団部会 御中 

各ブロック、各都道府県競技長・審判長 各位                     

公益社団法人 日本ホッケー協会 

                技術委員会 委員長 平尾 豊 

 

行動規範確認書の変更について（通達） 

 

 

平素より多大なるご支援をいただき誠にありがとうございます。 

さて、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、大会参加時に提出いただいている行動規範確認書を下

記のとおり変更いたします。 

 関係各位におかれましては、ご理解をいただき、周知及び対応いただきますようよろしくお願い申し上

げます。 

 

記 

1. 変更する規程 

JHA競技運営規程 行動規範確認書（参加チーム用） 

1．（省略） 

2．（省略） 

3．私は、私が監督をするチームが大会に参加するにあたり、プレイヤーおよびチームスタッフの全

員が公益社団法人日本ホッケー協会および主催者・主管者の定める新型コロナウイルス感染症対

策に関するガイドライン、諸規制を確認し、規定されている体温測定等の体調管理を実施するこ

とに責任を負います。 

※ 原文に3．を追加する。 

 

JHA競技運営規程 行動規範確認書（競技役員用） 

1．（省略） 

2．（省略） 

3．私は、大会競技役員全員が公益社団法人日本ホッケー協会および主催者・主管者の定める新型コ

ロナウイルス感染症対策に関するガイドライン、諸規制を確認し、規定されている体温測定等の

体調管理を実施することに責任を負います。 

※ 原文に3．を追加する。 

 

2. その他 

新型コロナウイルス感染症対策を確実に実施していることがスポーツ大会開催にあたっての条件で

あり、参加者の確認を行うことが社会的要請である現状を踏まえ追記しています。ご協力のほどよろ

しくお願い致します。PDF ファイル、Word ファイルの両方を準備しています。なお、物理的接触

を低減さえるために、大会参加時における確認書の提出はできるだけPDFファイルをメールでTD



（または指定の宛先）に提出いただきますようよろしくお願い致します。 

 

3. 適用期間 

本通知発信日から2021年3月31日まで 

 

以上 

 

【お問合せ先】 

 公益社団法人日本ホッケー協会技術委員会 

 近藤聡史 ( technical-com.jha@outlook.jp) 




